
○３番（渡辺高博）（登壇） 皆

様、おはようございます。 

 自参改革クラブの渡辺高博でござ

います。 

 今回の本会議、この議場の変化を

感じているのは私だけではないはず

で、７月に実施された県議会議員の

補欠選挙を契機に、一部議員の辞職

を受けて議員数に一時的な変動が生

じて、この質問者の後ろの席もぽっ

かり空いております。この状況に対

して、市民の皆様、関係各位より、

議会運営に対する御心配もいただい

ております。 

 現職議員の一人として、これまで

以上に緊張感と責任感を持って議事

に臨み、円滑かつ公正な議会運営を

これまでどおり堅持してまいりま

す。 

 市政の停滞や意思決定の混乱を招

くことのないよう、市民の皆様の負

託に応えるべく、誠実に職責を果た

すことをお誓い申し上げ、通告に従

って４点質問させていただきます。 

 まず初めに、スポーツ基本法の改

正を受けた本市のスポーツ政策の方

向性について、特に中学校部活動の

地域展開との関連に焦点を当ててお

伺いいたします。 

 本年６月、スポーツ基本法が14年

ぶりに大幅改正されました。主な改

正点として、する、見る、支えるに

加えて、集まる、つながるという双

方向的な関係が加わり、ｅスポーツ

の推進も初めて条文化されました。 

 また、気候変動への対応が加えら

れて、熱中症など気候に基づくスポ

ーツ事故への備えが制度化、加え

て、アスリートへの誹謗中傷対策や

ドーピングを含むインテグリティー

対策としての不正防止、スポーツの

ＤＸ推進なども条文に加えられてお

ります。 

 これらの改正は、日本の社会が直

面する少子高齢化、地域衰退、気候

変動など多岐にわたる複雑な課題に

対して、スポーツに求められる役割

がこれまで以上に幅広く、かつ深く

なったことを反映しております。特

に子供たちのスポーツ活動は、未来

の担い手を育てる上で重要な現場で

あり、新たな制度の中心として様々

な観点から検討が必要となります。 

 これまでの単なる競技力向上や国

際大会での成果だけではなく、スポ

ーツを全ての人の生涯にわたるウェ

ルビーイングの基盤として捉え、年

齢、障害、経済状況、地域格差など

を超えて、誰もがスポーツに親し

み、支え合える共生社会の実現を目

指すという新たな理念が打ち出され

ています。 

 特に注目すべきは、部活動改革の

加速化と地域移行、地域展開の方針

が明確に国家戦略として位置づけら

れた点です。これにより、学校に依

存し過ぎたスポーツ提供の在り方か

ら、地域社会全体で子供たちのスポ

ーツ環境を支えていく体制への転換

が求められることになりました。 

 本市においても、これまで全国的

な流れに呼応して、部活動の在り方

の見直しが進められ、段階的に中学

校部活動の地域移行、地域展開を検

討、実施しているところではありま

すが、教職員の長時間勤務の是正、

少子化による部員不足、指導者の専

門性確保など突きつけられた課題に

明確な方向性を見いだせないでいる

ように感じますし、全国的にも、地

域クラブとの連携体制が整わない、

送迎や保険制度などの実務的な課

題、文化部活動の受皿の未整備、そ

れらによって子供たちが伸び伸びと



スポーツなどを楽しむ時間が逆に減

ってしまうのではといった保護者か

らの懸念も聞かれるようです。 

 部活動の地域展開には移行と創造

の２つの視点が必要です。単に既存

の部活動を地域に委ねるだけでは、

学校外での新たな機会提供や異年齢

交流、障害のある子や、外国にルー

ツを持つ家庭の子供たちにも参加し

やすい包括的なクラブづくりにはつ

ながりません。 

 スポーツ庁による地域スポーツ・

文化芸術創造と部活動改革に関する

実行会議の最終取りまとめを受け

て、本市においても、今年度中に部

活動地域展開推進計画を策定し、地

域全体で子供たちを支える環境整備

を目指していくことになりました。

実行会議の中では、総合型地域スポ

ーツクラブの強化と学校との連携、

公共施設の開放と機能的な活用、Ｎ

ＰＯ法人、企業、大学、地域人材の

協働、デジタルを活用した練習支援

や人材マッチング、財源や指導者確

保による持続可能な運営体制の確立

のような取組が求められています。 

 昨年の９月議会で教育長から、中

学部活動の地域移行については、国

の委託事業を活用して検証し議論を

進めたいと御答弁いただいておりま

すが、既に水泳などで実績のある民

間スポーツクラブや市民体育館内に

設置されている重量挙げ練習場を拠

点としたウエートリフティング、武

徳殿を中心に稽古が行われている剣

道や柔道などの協力を得て、将来的

な理想の形を描いた上で、できると

ころから歩み出すことが必要ではな

いかと考えます。 

 陸上クラブなどは小学生を受け入

れて、中学生になってもそのままク

ラブチームに残って活動するケース

が増えています。いずれは高校に進

学しても活動はクラブで継続するこ

とを希望する子供がいても不思議で

はありませんし、実際、私が陸上の

指導で関わっている明治大学では、

高校の部活動に所属せずクラブチー

ムで競技を続けていた生徒をスポー

ツ推薦で入学させた実績があり、今

後は学校の縛りを取って、子供たち

の自由なスポーツ活動がその先の人

生を切り開き、必要に応じて学校名

や企業名をつけて大会やイベントに

参加するようなケースが増えてくる

と思います。 

 私ごとで恐縮ですが、私が中学生

のとき船木中に陸上を指導できる先

生がいなかったので、１年生のとき

から放課後は東高に自転車で通って

高校生と一緒に練習させてもらいま

したが、強豪校として名をはせた市

内の高校部活動と連携することも視

野に入れて、既存の仕組みにとらわ

れず、フレキシブルに市内の中学生

が将来を見据えて参加できる受皿を

用意することが大切です。 

 こうした地域資源を有機的に結び

つけ、部活動の地域展開を青少年育

成、健康づくり、地域コミュニティ

ーの再生として位置づける総合戦略

が必要だと考えます。 

 そこで、改正スポーツ基本法を受

けた本市のスポーツ政策の方向性に

ついて、どのような基本理念の下に

進めるお考えか、以下５点お伺いい

たします。 

 部活動の地域展開推進計画を策定

するに当たって、教育委員会の枠に

とどまらず、文化スポーツ局や地域

コミュニティ課、社会教育、スポー

ツ団体、福祉部局など、関係部門が

横断的に連携して市全体としての方

向性を統一する、部活動地域展開推



進本部の設置ができないかお伺いい

たします。これまで２年半、部活動

の在り方及び地域移行に関する検討

委員会で行ってきた結果を踏まえ、

現時点での課題認識と対応方針を含

めてお答えください。 

 ６月議会の小野辰夫議員の質問に

対する長井教育長の答弁に、中学部

活動の今後の運営については、競技

種目ごとに実情に応じた形態を取っ

て実施するとありましたが、昨年の

12月議会で古川市長にお答えいただ

いた、子供たちが自ら進んでスポー

ツ・文化活動に継続して取り組める

ような拠点となるクラブの設立につ

いて、新たな拠点整備のビジョンが

あればお伺いいたします。 

 教員に代わって活動を担う地域指

導者を発掘、育成するための指導者

バンク創設や、地元高校・企業ＯＢ

参画を促すインセンティブの設計が

必要だと考えます。特に部活動経験

のある定年退職者や地域密着型企業

による支援は、地域の人的資源を生

かす鍵となるのではないでしょう

か。人材不足を理由に問題の先送り

をせず、スポーツを支える人材づく

りに向けた具体的な施策が検討され

ているのかお伺いいたします。 

 勝利至上主義や過度な練習量から

脱却し、スポーツの本質である楽し

さ、達成感、協働性を重視した教育

的視点が求められます。 

 子供主体の環境づくりとして、競

技大会だけではなく、フェスティバ

ル型イベントや他校、他地域との交

流機会の創出が必要だと考えます

が、課題意識はお持ちなのかお伺い

いたします。 

 持続可能な運営には安定的な財源

が不可欠です。例えば、企業版ふる

さと納税やクラウドファンディング

を活用して地域スポーツ振興基金を

創設し、指導者謝金や施設維持、送

迎支援などに充てる仕組みを検討し

てみてはいかがでしょうか。参考に

なる事例が少ない分、失敗を恐れず

スタートアップのマインドを持って

創意工夫して、オリジナルのモデル

をつくり上げていくしかありませ

ん。目標を決めて協力を仰ぐような

支援スキームについて、今後の方針

や試みがありましたらお伺いいたし

ます。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。古川市長。 

○市長（古川拓哉）（登壇） おは

ようございます。 

 自参改革クラブ代表の渡辺議員さ

んの御質問にお答えいたします。 

 スポーツ政策の方向性についてで

ございます。 

 新たなクラブの拠点整備のビジョ

ンについて、お答えいたします。 

 拠点となるクラブにつきまして

は、部活動の地域展開の受皿となる

だけでなく、子供たちの多様なスポ

ーツニーズに対応し、中学校卒業後

も継続してスポーツ文化活動に取り

組めるといった、一貫した活動環境

を提供することが求められます。 

 今回、改正されたスポーツ基本法

では、人を幸せにする社会的インフ

ラとして、スポーツの価値が再定義

されました。人と人がつながり、地

域社会の絆を育む文化としてスポー

ツを機能させるためには、指導者や

クラブをマネジメントする人材の確

保、活動資金や活動場所の確保など

多くの課題を解決する必要があると

認識しております。 

 例えば公共施設の指定管理者など

は、これらの課題に対応できる団体

の１つではないかと考えております



が、いずれにいたしましても、現

在、教育委員会で議論が進められて

いる部活動地域展開の方向性に沿っ

て、関係機関、団体等と協議を重

ね、クラブ設立に向けた検討を進め

てまいります。 

 次に、支援スキームの今後の方針

についてでございます。 

 拠点クラブの運営につきまして

は、安定的な財源確保が大きな課題

であり、さらに部活動地域展開に関

しては、生徒や保護者の金銭的負担

のほか、送迎などの負担軽減も求め

られていると認識をしております。 

 御提案の支援スキームにつきまし

ては、先行事例も参考にしながら、

クラブ設立に係る協議の中で併せて

検討し、子供たちのニーズに的確に

応えられる持続可能なクラブの設

立、運営を目指してまいりたいと考

えております。 

○議長（田窪秀道） 長井教育長。 

○教育長（長井俊朗）（登壇） 部

活動地域展開推進本部の設置につい

て、お答えいたします。 

 本市におきましては、令和５年度

に部活動の在り方及び地域移行に関

する検討委員会を設置し協議を重ね

てまいりました。検討委員会では、

指導者の確保や教員との連携、ま

た、活動場所や財源の確保などに関

する課題が挙げられており、今後ス

ポーツ庁から示される地域クラブの

認定要件や費用の公私負担の割合を

踏まえて協議を進める予定でござい

ます。また、本年度は校長会や部活

動専門員、文化部の顧問をはじめ、

学校の教員や市内各競技団体とも連

携協力に向け個別に協議しておりま

す。 

 今後におきましては、本市の実情

を踏まえた地域展開を実現するた

め、より具体的な取組が必要となり

ますことから、庁内関係各課や地域

団体等が横断的に連携した組織の設

置についても検討してまいりたいと

思います。 

○議長（田窪秀道） 守谷企画部文

化スポーツ局長。 

○企画部文化スポーツ局長（守谷典

隆）（登壇） スポーツを支える人

材づくりに向けた具体的な施策につ

いて、お答えいたします。 

 現在、新居浜市スポーツ協会の協

力を得て、市内の各競技チーム状況

を把握し、一元管理に取り組む準備

を進めており、これらの情報をクラ

ブ設立に関する協議の参考とする予

定としております。 

 また、教員に代わり活動を担う地

域指導者の発掘を目的とした人材バ

ンクにつきましては、現在愛媛県で

は公認スポーツ指導者マッチングサ

イトなどが活用されておりますが、

各競技団体とも連携しながら、活動

に賛同いただける個人や団体を発掘

してまいりたいと考えております。 

 クラブの設立、運営には指導者の

確保は重要で、質の高い指導も求め

られているところでございます。人

材の育成、確保を促す具体的な方策

につきましても、クラブ設立に係る

協議の中で検討してまいりたいと考

えております。 

 次に、交流機会の創出に対する課

題意識についてでございます。 

 現在、体育施設の指定管理者の自

主事業といたしまして、幼稚園、保

育園の年長児から小学校３年生まで

を対象とした、これからスポーツに

取り組むに当たり、様々なスポーツ

を体験し自分に合ったスポーツを見

つけてもらうことを目的とした、こ

どもスポーツ体験教室を実施いたし



ております。このような取組は、子

供が自ら進む道を考える一つのきっ

かけとなり、教育的にも大変好評と

伺っており、継続することにより子

供主体のスポーツ環境が整うものと

考えております。 

 そのため、拠点となるクラブの設

立につきましては、子供たちの学び

の場として、また、子供たちが主体

的にスポーツに取り組める場とし

て、さらに御案内の勝利至上主義か

ら脱却したスポーツの本質である楽

しさ、達成感、協働性を重視した

様々な交流機会の創出につきまして

も、子供ファーストの視点で検討を

進める必要があると考えておりま

す。 

○議長（田窪秀道） 渡辺高博議

員。 

○３番（渡辺高博）（登壇） 御答

弁ありがとうございます。私はスポ

ーツトレーニング指導の会社を15年

続けております。創業当時、お金を

取ってスポーツ指導を行うことに批

判がなかったわけではございません

が、今では効果を求める人からの発

注に支えられて事業を継続しており

ます。 

 一時代前には、やはりスポーツと

いうのは教育の一環であって、なか

なかお金を取って商業的なところに

移るということに対してかなり障壁

があったようなところもございまし

て、また、首都圏のほうがまだまし

で、やはり地方に行けば行くほどそ

ういうところの壁は厚いなと感じた

ことはございました。 

 ただ、もう時代とともに大きく変

わってきているときですし、社会全

体としても変わっているこの状況だ

からこそ、新たな歩み出しをしてい

ただきたいなと思っております。 

 先日、移動する車の中で新居浜Ｆ

Ｍを聞いたときに、３Ｃという言葉

が出てきました。自らの意識改革、

資質向上に自発的、積極的に取り組

むとともに職員の能力開発、能力活

用に体系的、計画的に取り組み、組

織全体のレベルを上げるとのことで

した。こちらはわざわざ説明しなく

ても理事者の皆さんが御存じの、新

規採用の求める職員像、チャレン

ジ、コスト、チェンジ。久しぶりに

苦しくても楽しかった私の創業時を

思い出して、これからの若い人たち

の力を借りて、ぜひ変革を恐れず突

き進んでもらいたいと思いを強くし

た次第です。 

 さて本題に戻りますけど、スポー

ツ基本法の改正は、単なる制度改正

ではなく自治体が地域の未来をスポ

ーツでどう創造するかを問われてい

るメッセージだと受け止めていま

す。スポーツは心身の健やかさだけ

ではなく、地域の絆、世代間の交

流、そして地域経済や文化の活性化

にもつながる共通の土壌です。 

 本市の子供たちが、放課後や週末

に地域の人たちに見守られながら自

らの可能性を広げられる環境を整え

ることは、次世代への大きな投資で

あり、未来への責任だと信じていま

す。その先頭に立って、地域と一体

となったスポーツ環境の整備に取り

組んでいただくことをお願い申し上

げ、次の質問に移らせていただきま

す。 


